
対象 頁 項目番号 該当部分

1 別紙１　
要件定義書

10 3.1.

-

 財務局LAN及び行政LANを通過する通信や使用するサービスについては関係各所と調整が必要な
認識でよろしいでしょうか。必要な場合は調整先を含めその旨明記されてはいかがでしょうか

〇 以下のとおり追記します。

財務局LAN及び行政LANを通過する通信や使用するサービスについては、通信等設定を
行っている担当部署と連携し対応する。

2 調達仕様書 7 1.6. 本調達に係る業務（以下、「本業務」という。）を実
施するに当たり、調達仕様書別紙２「作業スケ
ジュール案」を計画している。本業務の調達範囲
における詳細なスケジュールは、財務省と協議の
上、決定する。なお、本スケジュールは見込みで
あり、変動する可能性がある。また、受託者にお
いて、各改修の影響を考慮した詳細な作業スケ
ジュールを提案すること。

本調達の詳細なスケジュールを計画するために、現時点で判明しているスケジュールを記載していただ
くのはいかがでしょうか。
財務局LAN更改事業者、行政LAN更改事業者の計画が現時点で不確定のため明記できないものと理解
していますが、可能な範囲で記載いただくことが公平性の観点から望ましいと考えます。
----------------------- (修正案) -----------------------
本業務を実施するに当たり、調達仕様書別紙２「作業スケジュール」を計画している。本業務における詳
細なスケジュールは、財務省及び関連事業者と協議の上、決定する。なお、本スケジュールは見込みで
あり、変動する可能性がある。また、受託者において、各改修の影響を考慮した詳細な作業スケジュー
ルを提案すること。
財務局LAN・行政LANのGSS移行に対応するための改修：契約締結日～令和９年６月30日 
財務局LAN及び行政LANのそれぞれ想定されるスケジュールは以下の通りである。
財務局LANのGSS移行
　・移行リハーサル：令和８年11月
　・移行：令和８年12月
行政LANのGSS移行
　・移行リハーサル：令和９年４月
　・移行：令和９年６月

〇 以下のとおり追記します。

※財務局LAN・行政LANのGSS移行に対応するための改修作業は、契約締結日～令和９年６
月30日 の間実施され、財務局LAN及び行政LANの移行に関する想定スケジュールは以下の
通りである。
財務局LANのGSS移行
・移行リハーサル：令和８年９月以降
・移行：令和８年12月
行政LANのGSS移行
・移行リハーサル：令和９年１月以降
・移行：令和９年６月

3 調達仕様書 9 2.2. 調達案件及び関連調達案件について（表） 本調達では、財務局LAN更改事業者及び行政LAN更改事業者の計画にしたがって対応することから、
関連調達として、財務局LAN更改事業者及び行政LAN更改事業者に関連する調達案件を記載されては
いかがでしょうか。

〇 以下の関連調達案件を追記します。

・財務省のガバメントソリューションサービスへの移行に係るネットワーク環境構築及び保守
・財務省GSS連携システム業務
・財務省行政情報化LANシステム（ネットワーク基盤）
・財務局のガバメントソリューションサービスへの移行に伴う個別機能の整備、移行支援等業務
・財務局のガバメントソリューションサービスへの移行に係るネットワーク環境構築及び保守
・財務局行政情報化LANシステム

4 別紙１　
要件定義書

10 3.1.(1) 行政LAN 及び財務局LAN 更改事業者の計画に
したがって移行リハーサル及び切替時の動作確
認などに対応する。

行政LAN及び財務局LANの切り替え延伸となった場合、計画の見直しが発生する認識です。場合によっ
ては作業期間や費用の見直しを含む契約変更が発生する可能性があります。
以下のように修正されてはいかがでしょうか。
----------------------- (修正案) -----------------------
行政LAN 及び財務局LAN 更改事業者の計画にしたがって移行リハーサル及び切替時の動作確認など
に対応する。他事業者の都合によって、切替時期が変更となり、本業務のスケジュール外となった場
合は、財務省及び関連事業者と対応について協議すること。

〇 ご指摘のとおり修正します。

5 別紙１　
要件定義書

28 4.13.(2)ウ. 移行作業に当たっては移行リハーサルを行い、そ
の実施結果についてシステム所管課の承認を得
ること及び以下のテスト（例示）のバグ収束率等が
試験品質達成基準（設計時に別途定める）の達成
により開始すること。財務局LAN及び行政LANの
GSS移行に係る移行リハーサル及び本番移行に
ついては、財務局LAN更改事業者及び行政LAN
更改事業者の計画に従い、対応すること。

移行リハーサルへの対応は、行政LAN更改事業者及び財務局LAN更改事業者の計画にしたがうことは
理解していますが、作業要件の明確化と開示情報の公平性のために、想定する移行リハーサルの回数
を記載してはいかがでしょうか。
----------------------- (修正案) -----------------------
財務局LAN及び行政LANのGSS移行に係る移行リハーサル及び本番移行については、財務局LAN更改
事業者及び行政LAN更改事業者の計画に従い、対応すること。
財務局LAN及び行政LANのGSS移行に係る移行リハーサルへの対応は、それぞれ1回（計2回）を想
定している。

〇 以下のとおり修正します。

行政LAN更改事業者及び財務局LAN更改事業者の移行リハーサルへの対応は、それぞれ1回
（計2回）を想定しているが、状況が変更となった場合は財務省と協議の上対応すること。

6 調達仕様書 30 5.3.(1) 本業務の作業場所は日本国内とし、本業務で得
た情報等は国外に持ち出さないこと。

開発等に生成AI等の活用が普及してきています。生成AI等の活用に関して、将来的な可能性に開かれ
た状態にするために、以下のように修正されてはいかがでしょうか。
----------------------- (修正案) -----------------------
本業務の作業場所は日本国内とし、日本国内に設置され国内で閉鎖した開発環境にて作業を行うこ
と。また、本業務で得た情報等は国外に持ち出さないことを前提とするが、開発等に生成AI等を活用
することが本業務を履行する上で必要となる場合は、財務省と協議し、承認を得ること。

〇 「5.3.　作業場所」ではなく、「6.1.機密保持、資料の取扱い」において以下のとおり追記します。

生成AI等を利用することが本業務を履行する上で必要となる場合は、利用する生成AI、利用
者、利用方法及び情報セキュリティ対策等について財務省に報告し、事前に承認を得ること。

7 調達仕様書 44 11.1. 追加 「他事業者による瑕疵」として、財務局LAN更改事業者及び行政LAN更改事業者の作業が、本業務に影
響を与える可能性もあると考えられますので、以下のように前提条件等へ追加されてはいかがでしょう
か。
----------------------- (追加案) ----------------------- 
受託者が本業務期間中に取り込む改修資産や他事業者が主体となって実施する作業について、他事
業者による瑕疵があり、本業務の遂行に重大な影響を与える可能性がある場合は、速やかに財務省
と協議すること。また、状況により他事業者を交え協議をすること。

〇 以下のとおり追記します。

受託者が本業務期間中に取り込む改修資産や他事業者が主体となって実施する作業につい
て、他事業者による瑕疵があり、本業務の遂行に重大な影響を与える可能性がある場合は、速
やかに財務省と協議すること。また、状況により他事業者を交え協議をすること。
あわせて、受託者に起因する瑕疵により他事業者の業務に影響を与える可能性がある場合
は、速やかに財務省と協議すること。また、状況により他事業者を交え協議をすること。

回答

「国有財産総合情報管理システム改修に係る設計・開発業務　調達仕様書（案）」に対する意見招請の結果について

項
番

該当箇所 修正
有無

意見及び修正案

1


